
◆　認定新規就農者制度

　　新たに農業を始める人が作成する青年等就農計画を市長が認定し、その計画に沿って農業を営む

　認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる国の制度です。

◆　青年等就農計画

　農業経営開始から５年間の青年等就農計画を策定（農業所得：200万円以上、年間労働：1,800時間）

　【対象者】

　　１．青年：原則１８歳以上４５歳未満

　　２．効率的かつ安定的な農業経営を営むために活用できる知識・技能を有する者（６５歳未満）

　　　(商工業等の事業の経営管理、農業又は、農業に関連する事業に３年以上従事した者など）

　　３．上記に該当し、農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人

　　４．農業経営を開始して５年以内の者（認定農業者を除く）

◆　”農業経営開始”に該当する行為

　　１．就農希望者が農地を確保した日　（農地法による農地の購入日、貸し借りによる利用権の設定日）

　　２．就農希望者が農業経営に係る費用を初めて支出した日　（苗・肥料・機械設備の購入など）

　　３．就農希望者が農畜産物を初めて販売した日

　　※親族名義の土地の耕作、親族名義で経費を支出・農産物の販売、農業用口座の新規開設は”準備行為”とみなす

丹波篠山市　　新規就農までの流れ

就農相談

・

情報収集

【相談】県全体：ひょうご就農支援センター

地域：丹波篠山市まで相談ください

【就農イベント】ひょうご就農希望者向けセミナー・相談会

新・農業人フェア など

農業体験

・

基礎研修

【県】ひょうごの農トライアル事業（５日～１５日のインターンシップ）

【県】農業入門講座 in 駅前（平日夜間等に座学研修を開催）

【市】楽農セミナー（栽培管理等の農業基礎について年４回講義）

【市】農村女性オペレータースクール

（市内の女性を対象にトラクターの操作研修を年２回実施）

農業研修

【県】兵庫県立農業大学校（栽培管理から販売まで行う１年間の実践研修）

【県】楽農生活センター＠就農コース（１年間の実践研修）

【市】黒豆スクール／山の芋スクール（座学と実習による栽培技術研修）

雇用就農
【就職先】農業法人・認定農業者 など

従業員として働きながら農業技術を修得

就農準備

・「青年等就農計画」の作成・市町村による計画認定

・積極的な就農支援情報の収集（行政・先進農家等）

・就農地への定住（住宅の確保、地域活動への参加）

・営農基盤の確保（農地・農業機械・施設など）

・各種制度資金の活用相談

独 立 就 農

１

年

～

３

年

独立・自営

就農も可能！



新規就農者を支援する補助事業など

研修：技術・知識習得の支援

①：就農準備資金（国）

交付金額：１５０万円／年間

研修期間：最長２年間

【交付要件】

・就農時に４９歳以下

・県が認める研修機関で１年以上かつ年間１２００時間の研修

・前年の世帯所得が６００万円以下

【就農後の要件】就農後５年以内に以下を行うこと

・独立・自営就農し「認定新規就農者」「認定農業者」になる

・雇用就農または経営継承する

◆地域の農家の元で研修を受ける

独立就農または経営継承する際の支援

②：経営開始資金（国）

交付金額：１５０万円／年間

支援期間：最長３年間

◆経営初期の資金の助成 【交付要件】

・独立・自営就農する４９歳以下の「認定新規就農者」

・前年の世帯所得が６００万円以下

・目標地図に位置づけられていること

・経営継承の場合：新規就農者と同等のリスクのある経営発展の

取組みを行うこと（新品目や新技術の導入、経営の多角化）

③：経営発展支援事業（国）

補助上限：１０００万円

補助率：国１/２、県１/４、自己負担１/４

◆機械・施設等の導入の助成 【交付要件】

・独立・自営就農する４９歳以下の「認定新規就農者」

・事業実施年度とその前年度に経営開始した者

・親元就農の場合：農業経営に従事後５年以内に経営継承

・継承する農業経営を発展すること（売上１割増など）

・自己負担分について金融機関から融資を受けていること※②経営開始資金の受給者は補助上限５００万円

④：経営発展支援事業～世代交代円滑化タイプ～（国）

補助上限：６００万円（⑴・⑵の合計）

補助率：⑴国１/３、県または市１/３ ⑵国１/２

【交付要件】

・４９歳以下の「認定新規就農者」「認定農業者」

・令和４年度以降に農業経営を開始した者または法人

・将来像が明確化された地域計画（目標集積率８割以上）又は

目標集積率が現状を上回っている地域計画に位置づけられる

・青色申告をおこなうこと

・自己負担分について金融機関から融資を受けていること

【事業内容】

⑴農業用機械・施設等の修繕・移設・撤去等

円滑な経営移譲に向けた法人化、専門家の活用

⑵機械・施設等の導入

※研修機関：農業大学校、市内先進農家など

※夫婦で就農する場合：交付金額の１.５倍を助成

⑤：青年等就農資金（日本政策金融公庫）

貸付限度額：３７００万円（特認：１億円）

貸付利子：無利子・無担保

◆新規就農者の定着・農業経営の促進を支援
【要件】「認定新規就農者」

【対象事業】・農業機械・施設の取得（農地取得は除く）

・運転資金（種苗・肥料・農薬の資材費など）

【償還期間】１７年以内（うち据置期間：５年以内）

⑥：農業施設貸与事業（ＪＡ）

補助上限：１/２（上限２５００万円）

【要件】「認定新規就農者」

【対象事業】⑴園芸施設 ⑵施設と同時購入する設備等

※農業法人やUJIターン者など活用可能な要件が別途あり

【問い合わせ先】認定新規就農者・各種補助制度・農地の貸し借りについて

丹波篠山市役所農都政策課 ＴＥＬ：０７９－５５２－１１１４（直通）

◆研修を実施する先進農家を支援する ◆農地の貸し借りについて

⑦：雇用就農資金（全国農業会議所） ⑧：農地中間管理事業

５０歳未満の就農希望者を新規雇用し独立就農に

必要な実践研修を実施する農場法人等を支援

農地の貸し借りの申し込み、相談は市役所へ

お問い合わせください

市HPはこちら詳細はこちら


